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気になる記事：伊勢志摩サミット 

 首相は世界経済に関する討議で、日本が前回議長国を務めた０８年の洞爺湖

サミットに言及し「将来の危機」への対処を求めた。首相の「危機」へのこだわりに

は並々ならぬものがある。２６日に開幕した主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）は

初日の討議で、世界経済に下振れのリスクがあるとの懸念を共有した。 

 

ＫＮＣ ＮＥＴＷＯＲＫ ＮＥＷＳへのご意見・ご質問・ご感想は 

０６－６３０４－７８５７ または ｋａｉｋｅｉ＠ｋｎｃｃ．ｃｏ．ｊｐ  

までお寄せください。 

専門誌の購読費は必要経費に  《税務》 

 経営をするうえでは、新聞で正確な最新情報を得ることは大切

です。しかし、一般紙は事業上必要は部分があると認められるも

のの、全体的に家事日的な性格の意味合いが強いと税務上は

判断されます。そのため、仕事のためとしてしか読んでいないと

いう確かな証拠を示せなければ、事業上の必要経費には算入で

きない可能性が高いです。 

 一方で、業界紙の購読料は事業上の必要経費に算入できま

す。業界紙は、一般の家庭で購読することはほとんどなく、会社を

経営するうえで、必要なものであるためです。 

 一方、美容院やレストランなどで商売の性質上、週刊誌や漫画

を客に対するサービスの一環として購入したときは、必要経費とし

て算入できます。 

 

配送中の事故で商品が破損   《税務》 

 生活保護給付や雇用保険の失業手当など、税金の対象とする

ことがふさわしくない金銭には所得税は課されません。交通事故

の被害者やその遺族が受け取った損害賠償金も原則的に非課

税になります。 

 しかし、被害者が受け取る損害賠償金であっても、事業用資産

の損害に対するものは所得税の対象になることがあります。 

 例えば、商品の配送中の事故で使い物にならなくなった商品分

の損害賠償金を受け取った時です。これは商品を販売した時の

収入金額と同等の性質があるもので、事業所得の収入金額にな

ります。また、店に車が飛び込んできたことで損害を受けた会社

がその店舗の補修期間中に別の仮店舗を賃借する時の賃借料

を受け取ったときも、元々必要経費に算入される金額を補填する

ものであるため、課税対象になります。 

 

経営一言：専門家が姿を見せることで、寄り添われているという安心感を与える。     （牧師・奥田 知志さん） 

－所長コメント：意思決定する場合、自分だけの考えでは自身もなら不安もあるが、経験者や専門家の意見を聞き、参考にして新しいも

のを作っていくことも大切。専門家は専門家として、研究し別の視点を持っている。－ 

 

 

商売繁盛は整理整頓から   《経営》 

 小売店等の店舗実地診断をする上で、第一に注目すべきこと

は店舗内外の整理整頓だとよく言われます。 

 ある時、靴・カバン小売店の店主から売上不振について相談が

ありました。「陳列と品揃えには常時気を配り、値段も他店に負け

ない努力はしています。しかし、店前を通行するお客様が自店に

注目してくれません」とのことでした。現地へ行ってすぐに気付い

たことは、店舗入口の両脇に使用済みの段ボール箱が高く積ん

であり、店頭看板の店名が一部はげ落ちていることでした。また、

店前にある鉢植えの花が枯れたまま置かれていました。店内に

入ってみると、陳列量は豊富ですが、色彩・デザイン・価格帯等に

統一感がありませんでした。さらに店内の清掃が十分ではなく、レ

ジ回りには買い物袋準備中の商品等が雑然と積まれていまし

た。以上は小売店に限らず、お客様が入店したくなるような店舗

訴求力（店舗外観・レイアウト・品揃え・接客サービス等の差別的

魅力度）の根本は何でしょうか。最も重要な柱は、店舗内外の整

理整頓が日常的に行き届いていることです。 

 

住宅の持分割合   《相続》 

 共働きの夫婦が共同で住宅を購入する場合、実際の購入資金

の負担割合と、所有権登記による持分割合が異なっているとき

には、贈与があったものとみなされて贈与税の対象になることが

ります。 

たとえば、総額３千万円の住宅で、夫が２千万円、妻が１千万

円の資金負担をしたときに、所有権の登記では夫と妻それぞれ

の持分を２分の１としていたとします。所有権でみると、それぞれ

３千万円の２分の１の１５００万円を持っていることになりますが、

妻は購入のための資金を１千万円しか負担していないことから、

差額の５００万円については夫から妻へ贈与があったとみなされ

贈与税が掛けられます。また、名義を夫にしたマンションのローン

を共働き夫婦が連帯して返済したときも同様で、返済の年ごとに

妻から夫に贈与があったものとみなされます。共働きの収入から

毎年拠出する場合、その年の返済額に、夫婦の所得の合計に占

める妻の所得割合を乗じた金額がその年の贈与額となります。 

 


